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【変更理由】

次の理由から森林法（昭和26年法律第249号）第７条の２第３項により準用する法第５条

第５項に基づき変更するものである。

１ 全国森林計画（平成28年5月24日閣議決定）に基づき、再造林等による適切な更新を

確保し、一層の造林コストの低減を図る観点から造林に関する事項等を変更する。

２ 森林法等の一部を改正する法律（平成28年法律第44号）により森林法が改正され、国有

林の地域別の森林計画の計画事項に、鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区

域（鳥獣害防止森林区域） 及び当該区域内における鳥獣害の防止に関する事項が追加さ

れたため、関係項目を変更する。

３ 効率的な路網整備の推進のため路線計画を変更する。

なお、本変更計画は、平成29年４月１日に効力を生じる。

【変更項目及び頁】

Ⅱ 計画事項

第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） ・・１

２ 造林に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

３ 間伐及び保育に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

第４ 森林の保全に関する事項

３ 鳥獣害の防止に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護等に関する事項 ・・４

第５ 計画量等

４ 林道の開設又は拡張に関する計画 ・・・・・・・・・・・・・・・６
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Ⅱ 計画事項

第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法

ア 育成単層林施業を行う森林

（イ）主伐の時期については、立木の標準伐期齢以上とし、地域の森林構成を踏まえ、公

益的機能の発揮との調和に配慮し、木材等資源の効率的な循環・利用を考慮して、適

切な林齢で伐採することとする。

また、伐期の長期化を行う場合は、標準伐期齢のおおむね２倍に相当する林齢を超

える林齢において主伐を行うこととする。

２ 造林に関する事項

（１）人工造林に関する事項

イ 人工造林の標準的な方法

（ア）地拵

林地の保護及び地力の維持を図るため、末木枝条の存置状況、植生、地形等に応じ、

地拵を行わないことも考慮に入れつつ、適切な作業方法により効率的な実施に努める。

有用天然木の稚幼樹が群状に生育している場合は、これを育成していくこととする。

（イ）植付

気象条件及び苗木の生理に十分配慮しつつ、苗木の適正な管理を行うとともに、適期

適作業に徹し、確実な活着と旺盛な成長が期待できるよう実施する。

なお、乾燥に強く、植栽功程を削減できる等の特性を持つコンテナ苗を優先して使用

する。

（ウ）植栽本数

人工造林における植栽本数は、下表を目安とするが、地位等の立地条件及び有用天然

木の稚幼樹の成立状況等に応じて調整するほか、効率的な施業実施の観点からも、技術

的合理性に基づき、現地の状況に応じた本数の苗木を植栽することとし、もって人工造

林の低コスト化に努めるものとする。

ただし、保安林で植栽指定のある場合は、その指定本数以上とする。

なお、複層林施業については、上記の本数に複層伐の伐採率を乗じて得られる本数と

する。

単位：本／ha

樹 種 植栽本数

スギ 2,000～3,000

カラマツ 1,500～2,500

ヒノキ 2,500～3,000

ヒバ 1,500～3,000
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（３）その他必要な事項

主伐後の着実な再造林を図るため、上記のほか、伐採から植栽までを一体的に行う効率

的な作業システム（一貫作業システム）の導入や、成長の優れた苗の採用等により効率的

な森林施業を推進することとする。

３ 間伐及び保育に関する事項

（１）間伐の標準的な方法

ア 間伐の方法

間伐の方法は、列状間伐又は単木的に選木を行う定性間伐とするが、間伐の効率性や作

業の安全性を考慮し、原則として列状間伐によるものとする。

（２）保育の標準的な方法

林木の保育は、健全な森林を確実に造成することを目的とし、その標準的な方法は以下の

とおりとする。なお、その実施に当たっては画一性を排し、造林木の生育状況等現地の実態

に即した効果的な作業の時期、回数、方法、施業の省力化等を十分検討の上、適切に行うこ

ととする。

ア 作業方法

（ア）下刈

造林木の生育状況及び植生の状況等現地の実態により適切な作業方法（全刈り、筋刈

り、坪刈り等）を採用し、効率的な作業を行うこととし、下刈は造林木の高さが雑草木

の高さに満たない場合に実施し、造林木の高さが雑草木と同等以上の場合は作業を見合

わせる。下刈終期の目安は樹種、植生の種類によって異なるが、造林木の高さが雑草木

の高さを上回り、以降造林木の生育に支障がなくなったと認められる時期とする。

（イ）つる切

つる類の繁茂状況により必要に応じ実施することとする。なお、つる類、かん木類の

発生状況を勘案して極力除伐作業と同時に行うこととする。

（ウ）除伐

下刈の終了後、林分が閉鎖するまでの段階で有用天然木の育成に配慮しつつ、目的樹

種の生育を阻害している侵入木及び将来生育の見込みのない形質不良な造林木の除去を

目的として行うこととする。

豪雪地帯においては、雪害の危険があるので造林木と侵入木の相互の配置状況を考慮

し急激な疎開は避けることとする。
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イ 作業時期

作業別の作業時期の目安は下表のとおりとする。

樹種 作業別 保育作業計画（年）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15

スギ
下刈

つる切・除伐

アカマツ
下刈

つる切・除伐

カラマツ
下刈

つる切・除伐
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第４ 森林の保全に関する事項

３ 鳥獣害の防止に関する事項

（１）鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

ア 区域の設定

鳥獣害防止森林区域については別表２のとおり定める。

イ 鳥獣害の防止の方法

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図ることを旨として、地域の実情に応じて、

対象鳥獣の別に、当該対象鳥獣による被害の防止に効果を有すると考えられる方法として、

防護柵の設置若しくは維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地調査等に

よる森林のモニタリングの実施等の植栽木等の保護措置又はわな捕獲（囲いわな等による

ものをいう。）等の捕獲による鳥獣害防止対策を推進する。

また、保護林等においては、上記に準じた鳥獣害防止対策を推進する。

その際、関係行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護管理施策や農業

被害対策等との連携・調整に努める。

（２）その他必要な事項

該当なし。

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護等に関する事項

（２）鳥獣害対策の方針

３（１）アに定める鳥獣害防止森林区域内における対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及

び鳥獣害防止森林区域外における鳥獣による森林被害について、地域の森林資源の構成、被

害の動向を踏まえ、必要に応じて、３(1)イに準じた鳥獣害防止対策を推進する。

特に、ニホンジカについては近年その生息域が拡大しており、岩手県では五葉山地域を中

心として生息域が拡大していることから、森林の有する公益的機能への影響を踏まえ、地方

公共団体等との連携を図りつつ、地域の実情に応じた被害対策に取り組むこととする。
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別表２ 鳥獣害防止森林区域

単位 面積：ha

区分 対象鳥獣の種類 森林の区域（林班） 面積

総数 11,696.31

大船渡市 ニホンジカ 17～24，59～60 1,775.58

市

町 釜石市 ニホンジカ 101～121，123～144， 9,920.73

村 301～314，356～357，359，

別 363～364，367～369，

内 371～372， 374，376～377，

訳 379，382～394，396，

399～401，403， 404，405
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第５ 計画量等

４ 林道の開設又は拡張に関する計画

単位 延長：㎞ 面積：ha

開設／
種類 区分

位 置
路線名 延長

利用区 前半５ヵ年 対図
備 考

拡張 （市町村） 域面積 の計画箇所 番号

開設 自動 林 業 陸前高田市 小赤府沢 0.5 90 ○ １

車道 専用道 高畑 2.0 220 ２

小松峠線 1.3 260 ○ 14 追加

小 計 ３路線 3.8

釜石市 千丈ヶ沢支線 4.0 380 ○ ３ 「北川目」

から名称変更

中川目 1.8 190 ○ ４

赤坂 2.5 160 ○ ５

クル沢 5.0 430 ６

クル沢 1.5 130 ○ ６ 追加

小 計 ４路線 14.8

住田町 小股 1.8 140 ○ ７

辰砂沢 2.2 250 ○ ８

天望沢 2.4 210 ○ ９

武士水沢 6.7 300 10

大股 4.0 400 11

小 計 ５路線 17.1

大槌町 ヒヤマ沢 3.0 420 12

折合 7.5 555 13

小 計 ２路線 10.5

合 計 14路線 46.2

前半５ヵ年の計画量 9路線 18.0

注 単位未満を四捨五入するため、総数と内訳の合計は必ずしも合致しない。


